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Ⅰ　はじめに

　厚生労働省は人生の最終段階いわゆる終末期における医
療・ケアについて、本人の意思決定を基本として進めるこ
と、また、心身の状態に応じて意思は変化しうるため繰り
返し話し合うこと（厚生労働省，2020）としている。私が
勤務するがん専門病院では、患者主体の意思決定支援を進
めているが、自らの思いを積極的に表出する患者は少ない。
特に、自立心が強い患者や遠慮がちな患者の意思を把握す
ることについて、困難さを感じている。看護師は終末期の
患者に対して、価値観や思いを可能な限り理解し、患者が
看護師を信頼しうる存在と認識することは、意思決定支援
において重要である。
　終末期の意思決定支援については、多くの文献が存在す
る。在宅緩和ケアへ移行する終末期がん患者の意思決定を
支える看護師の援助は、【ありのままの気持ちを支える】、

【今後の支援の方向性を捉える】、【患者・家族の代弁者に

なる】こと（森ら，2016）が明らかになっている。
　ペプロウは看護援助の中でも特に、患者とナースの間に
おける精神力学的な特性に注目している。この関係そのも
のが看護の中で最もベースになる看護技術であるという考
え方に基づき、援助方法を展開している。ペプロウはナー
スと患者が人間関係を形成して問題解決に至るには、４つ
の局面として方向づけ、同一化、開拓利用、問題解決があ
る（松林萌，2018）と述べている。今回、独居で自立心が
強く遠慮がちな終末期にある患者を受け持ち、患者主体の
意思決定を支援し患者が自らの思いを表出することができ
るための関わりにおいて、ぺプロウの看護理論（Peplau, 
2010）である４つの局面を用い考察したので報告する。

Ⅱ　目的

　ペプロウの対人間関係理論を活用し、終末期にあるがん
患者の意思決定支援を実践した一事例について考察する。
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要　　旨

【序論】終末期における医療・ケアについて、本人の意思決定を基本として進めること、心身の状態に応じて意思は変化しう
るため、繰り返し話し合うこととされている。患者は看護師と、自らの思いを繰り返し表出できる関係になることが必要で
ある。

【目的】ペプロウの看護理論を活用し、終末期にあるがん患者の意思決定支援を実践した一事例について考察する。
【方法】１ 研究デザイン：事例報告　２ 対象者　がん専門病院の一般病棟で筆者が受け持ち看護師として関わった終末期に
ある患者１名　３ 期間：20XX年9月～ 20XX年11月　４ データの収集方法（1）対象の患者に関わる以前のカルテ記録を
閲覧し、患者の思いや患者の周りとの関係性に関する記載を抽出する。（2）ぺプロウの看護理論を活用し実践した看護につ
いて、診療記録や看護記録をデータとする。　５ データの分析方法 ペプロウの看護理論の４局面に沿い実践した看護を整
理し、患者－看護師の関係の変化と意思決定について考察する。

【結果・結論】初回受け持った入院中は、目標を共有し達成したことで、患者が看護師に対してニーズに応える存在として認
識し、新たなニーズが生じた際にも相談できるようになった。２回目に受け持った入院中には、初回担当時に形成した関係
をもとに、患者は複雑な感情を抱く場面でも看護師に思いを表出した。看護師がペプロウの看護理論による患者－看護師関
係の４局面を通して６つの役割（未知の人の役割、代理人の役割、教育者の役割、情報提供者の役割、カウンセラーの役割、
リーダーシップの役割）を担うことで患者と看護師間に信頼関係が形成された。その結果、終末期という難局においても患
者は意思を表出でき、看護師は要望に沿うよう調整できた。よって、ペブロウの看護理論の活用は、終末期における意思決
定支援の一助となることが示唆された。
　キーワード：ペプロウの看護理論、終末期、人生の最終段階、意思決定支援
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Ⅲ　方法

1　研究デザイン
　事例報告
2　対象者
一般病棟で、筆者が受け持ち看護師として関わった終末期
にある患者１名
3　看護実践期間
　看護実践期間は、受け持ち看護師として関わった２回の
入院期間とする。受け持ち初回の入院を入院１、受け持ち
２回目の入院を入院２とする。
入院１：十二指腸ステント留置を目的とした10日間。
入院２： 低血糖昏睡で緊急入院したのち、死亡するまでの

12日間。
4　用語の定義
・成熟：患者が医療者へ思いを表出できるようになること
　以下はペプロウの看護理論における４局面（方向づけ、
同一化、開拓利用、問題解決）について、文献（黒田，
2017；金子，2001）を参考に定義した。
・ 【方向づけ】：見知らぬ者同士が出会い、共に歩み始める

段階。看護師は丁寧に接し苦痛や不安を最小限にするよ
う努める。また患者が自分の置かれている状況を理解で
きるよう援助する。

・ 【同一化】：患者が自分のニーズに応えてくれそうな看護
師と関係を深める段階。看護師は積極的にコミュニケー
ションをとり、処置やケアの説明を十分にする。

・ 【開拓利用】：患者と看護師が協同して問題を解決してい
く段階。看護師は患者が自分のニーズを確認し、周りの
環境などの与えられるサービスを活用できるようにす
る。

・ 【問題解決】：患者が自立して今後の状況に対処できるよ
う準備していく段階。

5　データの収集方法
　過去の入院診療記録から患者－看護師の言動や患者の思
いに変化が生じている場面の言動を抽出する。
6　結果の分析方法
　入院目的に分けて、患者－看護師の関係に関する言動を
ペプロウの看護理論に基づく４局面に照らし合わせ、関係
の変化について考察する

Ⅳ　倫理的配慮

　対象者へ研究の趣旨、プライバシーの保護、自由意思に
基づく参加と辞退の権利、辞退しても不利益を被らないこ
とについて文書を用いて口頭で説明し同意を得た。また、
所属施設の倫理委員会より承認を得た。

Ⅴ　結果

1　対象者の紹介
　膵頭部がんの70代女性A氏。手術適応であったが手術
は拒否され放射線療法と化学療法を行っていた。徐々に副
作用が出現し治療の終了を希望したため、ベストサポーテ
ィブケアの方針へ移行。外来通院をしながら、対症療法の
ため入退院を繰り返す。本研究期間前の入院では、転倒予
防のため看護師の付き添い歩行を促していたが単独で歩行
したために転倒した経緯があった。看護師の援助に対して、
申し訳なさそうに「ごめんね」と何度も発せられた。看護
師が頼れる存在として受け止める認識が低くまた、遠慮が
ちな性格であることが伺えた。子供はおらず、夫と死別の
後は独居であった。キーパーソンは、他県在住の実妹のみ
であるが、遠方のため面会は少ない。面会時、実妹であっ
ても本音で話をしている様子はなく、加えて入院１の直前
に主治医の交代があるなどA氏にとって頼れる肉親の存
在も限られ不安材料も増えたことが伺えた。
2　看護の実際
　入院１で行った看護の実際を表１、入院２で行った看護
の実際を表２に記載する。なお、表内の「」内は会話内容、

（）内は感情や思いとする。以下は過程の４局面について
結果としてまとめた。【】内は局面とし、丸数字は表と対
応させた。

（1）入院１
　【方向づけ】では、看護師はＡ氏に対し自立心が強いこ
とや遠慮しがちであるという特性を考慮しながら、Ａ氏の
力になりたい思いを率直に言葉にした（②）。A氏は困っ
ていることを表出する様子がなかった（③）が、看護師に
対する関わり方に戸惑っていると理解し、支持的な関わり
をした（⑤）。
　【同一化】では、事前の情報から疼痛や嘔気などの苦痛
症状が生じている可能性があることを予測した上でA氏
と関わる時間を確保した。Ａ氏の様子（⑦⑨）から疼痛コ
ントロールが出来ていないと判断した。
　【開拓利用】ではA氏が遠慮せず鎮痛剤を使用できるよ
うに、体動時及び３時間ごと鎮痛剤使用の希望を確認する
計画を立案した。担当する看護師が統一した関わりを持て
るようにした結果、疼痛がコントロール可能となった（⑩
⑪）。そしてA氏から看護師に相談があり（⑫⑭）、情報
提供をすると（⑮）「安心した」と反応があった（⑯）。
　【問題解決】疼痛がコントロールされ、自宅で生活でき
た（⑱）

（2）入院２
　【方向づけ】病状の進行に対する不安な思いをまだ表出
できていないかもしれないと考え、意図的に訪室した（④）。
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表１　入院１の看護の実際

表２　入院２の看護の実際
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A氏からは「あぁ、来てくれるのを待っていた。これから
先のことを考えると発狂しそうになってね」と語られた

（⑤）。A氏は、この入院の後も退院を希望しているが、病
状から厳しいのではないか不安に思っていることが伺えた
ため（⑦）、退院の見通しについて医師との話し合いの場
を設けた（⑧）。
　【同一化】看護師が医師と患者家族の話し合いの場に同
席（⑨）した際、曇った表情で「家には帰れないのよね」
と聞き返しているのを確認（⑪）し、A氏が退院を望んで
いるのではないかと感じた。（⑫）医師との相談の後に補
足の説明を行い（⑬）相談に乗ることを伝えると（⑭）、
A氏は「そう言ってもらえて楽になった」と看護師の腕を
握った（⑮）。
　【開拓利用】【問題解決】A氏が本音を話しやすいように
二人だけの場を設け、緩和ケア病棟は状態が落ち着けば外
出や自宅に外泊したりすることが可能であると説明すると

（⑰）「１人で死ぬのは嫌だなって思った、外出できるなら
緩和ケア病棟に行くのがいいと思う」と話し（⑱）その思
いを主治医や病棟看護師全員で共有した（⑲⑳）。トイレ
介助の場面では、できる限り身の回りのことは自分でやり
たいというA氏の思いを尊重し付き添い歩行の支援に留
めた（㉔㉕）。その後「トイレも１人で行けなくなっちゃ
った。どうしたらいい？」と相談があった（㉖）。膀胱留
置カテーテルの挿入について提案し、A氏は挿入すること
を選択した（㉗）。A氏の希望を叶えるために調整した（⑳
㉓）、しかし病状が急激に悪化したために、外出は実現し
なかったが１人で死ぬのは嫌だなと語ったA氏の思いを
受けて早めに実妹へ連絡したことで実妹が付き添い看取る
ことができた。（㉘㉙）。

Ⅵ　考察

　入院１では、過去の入院診療記録からA氏の個別性や
ニーズをあらかじめ把握でき、早い時期に疼痛コントロー
ルという目標をＡ氏と共有した。疼痛がコントロールでき
たことで、看護師が信頼できる存在として受け止められた
と考える。新たなニーズが生じた際には、A氏自ら看護師
に相談する行動に変化したことから、患者と看護師の関係
が成熟に近づいたと考えられた。
　入院２において、看護師の訪室を歓迎していることや自
ら困っていることを表出できたことは、入院１での信頼関
係を継続できていた結果と考えられた。在宅を希望するA
氏に対して、医師からは一人住まいの自宅へ退院すること
は困難であることが説明された。このような思いが叶わな
い複雑困難な感情を抱く場面においても看護師に今後の過
ごし方について思いを伝えてきた。受け持ち看護師との信
頼関係が継続した状況の中で医師との相談の場に同席し必

要な補足説明を行うなど積極的に不安の解消に努めた。こ
のような支援の延長線上で看護師が共に自分の問題に向か
って支援してくれる存在であるという認識を強めたと考え
る。入院２では、この信頼関係を基に、最期に過ごす場所
や過ごし方について患者の意思決定が促進したと考えられ
る。
　ペプロウは４つの段階の「看護師－患者」関係を通じて、
看護師は患者に対して、６つの役割（未知の人の役割、代
理人の役割、教育者の役割、情報提供者の役割、カウンセ
ラーの役割、リーダーシップの役割）をとるとしている（城
ヶ端，2016）。入院１では、未知の人の役割（丁寧に関わ
り患者のあるがままの姿を受け入れる）を成した。疼痛の
コントロール不足については、表出できなかったA氏の
代理人の役割、鎮痛剤の使用法については教育者の役割を
担った。A氏から相談を受けた際は、情報提供者としての
役割を担った。これらの役割を担うことでA氏が４つの
局面を無理なく経過することができたのではないかと考え
る。入院２は、Ａ氏が自らの置かれた状況や思いを改めて
客観視することを促し、共に整理をするカウンセラーの役
割を果たした。看護師はＡ氏の意思を把握することで、Ａ
氏の意思を尊重するリーダーシップの役割、時に情報提供
者の役割を担うことができたと考える。
　また、「ペプロウは患者とその患者を援助する看護側の
感情や価値観、思考、行動が相互に影響し合って変化する」

（城ヶ端，2016）と述べている。A氏から思いが表出され
ることが繰り返される中で看護師が相談できる対象として
機能していることを認識した。加えて、看護師もA氏が
支援を求めてくるタイミングを見守ることができるように
なった。このことは入院２の自力でのトイレ歩行が困難と
なった場面で、A氏自身が選択する形で膀胱留置カテーテ
ルが挿入されたことにつながった。

研究の限界と今後の課題
　本研究の対象は１名であり結果の一般化は困難難しく、
今後もこの理論を活用し意思決定支援を積み重ねていく必
要がある。

Ⅶ　結論

　ペプロウの看護理論による患者－看護師関係の４局面を
通して６つの役割（未知の人の役割、代理人の役割、教育
者の役割、情報提供者の役割、カウンセラーの役割、リー
ダーシップの役割）を看護師が担うことで患者との信頼関
係を築くことができた。この信頼関係を基に終末期という
困難な場面においても患者が成熟し意思決定可能なことを
確認した。本事例では、ペプロウの看護理論の活用は終末
期における意思決定支援の一助となることが示唆された。
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　当研究や論文作成における利益相反は無い。
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